
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小事業主も月 60時間超えの時間外労働割増率が５割以上に 

 

◆猶予措置の廃止 

令和５年４月１日から、月 60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「５割以上の率」

とする規定が、中小事業主にも適用されることになりました。 

もともと、使用者が時間外または休日労働させた場合には、２割５分以上５割以下の率で計算

した割増賃金を支払わなければなりませんでしたが、2010年４月１日施行の改正により、月 60

時間を超えた場合は、５割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされてい

ました。 

ただし、この改正は中小事業主（労働者の数が 300人（小売業については 50人、卸売業または

サービス業については 100人）以下）である事業主には適用が猶予されていたのですが、令和

５年４月１日からは適用されることになりました。 

 

◆代替休暇の規定も適用 

中小事業主にも月 60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を５割以上の率とする規定が

適用されることに伴い、「代替休暇」の規定も適用されることになります。 

代替休暇とは、１カ月に 60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定によ

り、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができ

るものです。 

労使で協定すべき事項としては、月 60時間を超えて労働させた時間数に対して、何時間の代替

休暇を与えるかという計算方法や、代替休暇の単位（１日または半日）などがあります。 

そのほか、制度の導入に際しては、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働

者の意思によること、労使協定の締結により代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する

事項を「休暇」として就業規則に記載する必要があることにも留意しましょう。  
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有休取得率の上昇 かつてと今 

 

厚生労働省の令和４年就労条件総合調査が公表され、令和３年の年次有給休暇の平均取得率は

58.3％と、昭和 59年以降では過去最高となったそうです。 

労働者一人平均では 17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次

有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は 43.1％で、付与日数は「５～６日」という企業が

71.4％と、最も多くなっています。 

 

◆取得率上昇の背景は 

今回、有休の取得率が最高となったのは、背景にコロナ禍があるのかもしれません。また、

2019年４月の労基法改正により、年５日以上の有休取得が義務化されたことも大きいでしょ

う。 

 

◆前回取得率が高まったのは平成３～４年ごろ 

平成３～４年ごろの世界情勢としては、イラクのクウェート侵攻・湾岸戦争、ソ連の解体など

があり、国内ではフリーターの増加などが問題となっていたり、雇用過剰感が高まり失業者数

が増加したりした時期です。こう見ると、景気の後退期に取得率が上昇するという見方もでき

るかもしれません。 

また、昭和 63年に労基法が改正（法定労働時間が１週 40時間、1日 8時間に）され、労働時間

短縮の流れが続いている時期であったことも大きな要因でしょう。 

 

◆前々回に高かったのは昭和 59年ごろ 

これまで取得率が最高だったのは、昭和 59年ごろです。景気は比較的安定していたようです。

この時期は週休二日制が拡大していく時期であったことが、取得率の高さの背景にあるかもし

れません。 

 

これらを見ると、昭和と平成以降とでは、世界が違っているような感じがしますが、背景に労

働時間等に関する法律改正があることは共通しています。 

年次有給休暇や労働時間に関する規定だけではなく、その他の規定についても、自社の就業規

則や社内体制に昭和や平成の時代のものが残っていないか、一度チェックしてみましょう。見

直しについては、弊所にお気軽にご相談ください。 

【厚生労働省「令和４年就労条件総合調査の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html  



 

 

令和５年１月から協会けんぽの様式が変更されます 

 

◆令和５年１月から新様式へ 

 協会けんぽが、令和５年１月以降の各種申請書（届出書）の新様式を公表しています。より

わかりやすく、より記入しやすく、より迅速な給付等を目的に、次のような変更が行われてい

ます。 

○文字の読み取り精度向上のため、マス目化した記入欄を増加 

○記入しやすいように、記述式の部分を選択式に変更 

 新様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードが可能です。協会けんぽ都道府県支

部へ郵送を依頼しても入手できます。また、ホームページでは今回の様式変更に関するリーフ

レットも公表されています。 

 なお、令和５年１月以降も旧様式を使用することはできますが、この場合は事務処理等に時

間を要することがあるとしています。 

 

◆変更となる主な様式 

 変更となる主な申請書（届出書）は以下のとおりです。１月を迎えてからあわてて対応せず

済むように、関係する従業員への周知等、今から準備しておくと安心ですね。 

【健康保険給付関係】 

・傷病手当金支給申請書  ・療養費支給申請書（立替払等） 

・療養費支給申請書（治療用装具） ・限度額適用認定申請書 

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

・高額療養費支給申請書  ・出産手当金支給申請書 

・出産育児一時金支給申請書  ・出産育児一時金内払金支払依頼書 

・埋葬料（費）支給申請書  ・特定疾病療養受療証交付申請書 

【任意継続関係】 

・任意継続被保険者資格取得申出書 

・任意継続被保険者被扶養者（異動）届 

・任意継続被保険者資格喪失申出書 

・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更（訂正）届 

【被保険者証等再交付関係】 

・被保険者証再交付申請書  ・高齢受給者証再交付申請書 

【協会けんぽ「申請書の様式変更について」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/  



 

 

テレワークが多いほど睡眠時間は増え、うつ傾向・不安は減る傾向 

～「令和４年版 過労死等防止対策白書」より 

 

政府は 10月 21日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和３年度 我が国における過労死

等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」（令和４年版 過労死等防止

対策白書）を閣議決定しました。 

今回の白書では、新型コロナウイルス感染症やテレワークの影響に関する調査分析も報告さ

れ、テレワークの頻度が多い人ほど睡眠時間が長く、うつ傾向や不安が少ないという調査結果

が明らかになりました。 

 

◆テレワークの頻度が高くなるにつれて、睡眠時間が６時間未満の割合は減少 

テレワークの実施頻度別に１日の平均的な睡眠時間をみると、テレワークの頻度が高くなるに

つれて睡眠時間が６時間未満の者の割合は減少する傾向がみられました。睡眠を１日平均７時

間以上取っている者の割合は、テレワークの頻度が「毎日」の人が 30.3%と最も多く、「週２～

３日程度」（19.4%）、「一時的に行った」（16.7%）などを大きく上回りました。 

 

◆テレワークの頻度が高くなるにつれて、うつ傾向・不安のない者の割合が増加 

テレワークの実施頻度別にうつ傾向・不安をみると、テレワークを実施したことがある者の中

では、テレワークの実施頻度が高くなるにつれてうつ傾向・不安のない者の割合がおおむね増

加する傾向がみられました。 

 「うつ傾向・不安なし」の割合は、テレワークが「毎日」の人が 60.9%で、「週２～３日程

度」（56.5%）、「一時的に行った」（51.2%）などより多い結果となりました。 

 

◆テレワークの導入割合が最も高いのは「情報通信業」、最も低いのは「医療、福祉」 

 テレワークの導入割合を業種別にみると、最も高かったのは情報通信業（82.4%）で、次いで

「学術研究、専門・技術サービス業」（62.7%）。一方、最も低かったのは「医療、福祉」

（9.4%）で、次いで「宿泊業、飲食サービス業」（12・3%）でした。 

【厚生労働省「令和３年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のため

に講じた施策の状況」PDF】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001001664.pdf 


